
サ
ク

取
作
徳
と
い
は
れ
た
。

ザ
h
y
ト
ヲ
ナ
ラ
シ
作
徳
平
均

坪
持
。サ

h
y
ニ
ン
作
人

耕
作
者
の
誌
で
あ
る
。
滞
政

の
時
、
野
毛

χ
は
荒
地
を
新
聞
す
る
際
、
そ
の
地
元

を
作
配
す
る
も
の
を
、
何
村
領
新
聞
作
人
と
い
ふ
如

き
新
で
あ
る
。

サ
h
y
ポ
ウ
カ
セ
ツ
朔
望
佳
節

滞
政
の
崎
、
毎

月
の
朔
望
ハ
正
且
元
旦
・正
且
十
五
日
・七
且
十
五
日

を
除
く
〉
及
び

λ
日
・
上
巳
・糊
午
・
産
山
闘
の
佳
聞
に

は
問
分
以
上
の
士
が
程
城
し
、
先
づ
奏
者
請
に
封
間

し
、
奏
者
間
山
執
筑
の
血
(
力
を
し
て
、
そ
の
姓
名
を
帳

に
録
せ
し
め
る
。
次
い
で
大
腿
聞
に
お
座
し
、
滞
侯

か
ら
引
酬
を
賜
は
る
が
、
佳
節
に
は
務
侠
が
多
忙
で
あ

る
か
ら
、
年
前
の
一
人
が
代
っ
て
而
践
す
る
。
滞
侠

在
江
戸
の
時
も
之
に
問
じ
い
。
又
二
且
朔
日
に
滞
侯

が
賜
刻
す
る
時
は
、
御
用
番
の
鍛
訟
が
す
む
と
、
山柿

侯
か
ら

『
目
出
度
』
と
の
御
訟
が
あ
り
、
之
に
封
し

て
年
中
討
中
上
仰
の
者
か
ら

『
符
ぽ
御
目
見
彼
仰
付
雌

有
仕
合
奉
存
』
と
言
上
し
た
。
三
且
は
滞
俣
が
栂
ね

港
皆勤
す
る
か
ら
、
朔
日
の
脇
制
の
際

『
出
府
に
付
何

れ
も
息
災
に
』
と
の
挟
拶
が
あ
っ
た
。

サ
テ
マ
ナ
ホ
ト
Z

佐
久
間
直
富
泊
都
三
郎
太

夫
。
抱
保
二
年
父
平
八
郎
の
辿
知
一
=
間
五
十
一
白
を
製

ぎ
、
大
小
将
に
列
し
、
淀
川
町
八
年
イ
H

A
H
七
日
江
戸

大
銀
奉
行
在
役
中
不
均
の
防
行
あ
る
を
以
て
、
本
保

イ
郎
左
衛
門
・
郎
防
左
術
門
と
共
に
改
易
せ
ら
れ
た
。

サ
タ
マ
ハ
ン
エ
モ
ン
佐
久
間
宇
右
衛
門

徳
川

内
相
附
の
旗
本
佐
久
間
茜
九
郎
の
二
子
。
初
め
て
前
凶

利
長
に
仕
へ
て
千
二
百
行
を
領
し
、
院
長
十
七
年

波
。
子
孫
相
迎
い
で
務
に
仕
へ
る
。

サ
9
7
ヒ
ロ
モ
ト
佐
久
間
寛
送
迎
総
五
郎
入
。

束
岳
と
脱
し
た
。
天
明
四
年
七
且
同
姓
盟
阜
の
後
を

が
、
同
日
政
濁
御
幸
緩
を
攻
め
、

一
授
の
将
林
七
助

・

内
山
四
郎
左
衛
門
を
内
臨
せ
し
め
て
‘
そ
の
俄
を
償

走
せ
し
め
た
。
五
年
八
且
信
長
は
七
尾
城
教
援
の
目

的
を
以
て
兵
を
加
賀
に
迩
め
た
が
、
九
且
七
尾
城
は

陥
wm
し
た
る
を
以
て
支
を
牧
め
る
こ
と
与
し
、
そ
の

際
御
幸
塚
械
を
修
築
し
て
脱
政
の
居
館
に
宛
て
し
め

た
。
八
年
同
町
政
は
勝
家
の
命
に
よ
っ
て
、
吉
野
創
出
・

鞍
ヶ
綴
・四
十
嵐
・若
訟
よ

b
m官
僚
寺
に
向
か
ひ
、
各

地
の
集
峨
坊
舎
を
焚
き
、
次
い
で
河
北
郡
車
の
山
を

経
、
竹
僑
よ
り
羽
咋
端
末
森
に
出
で
、
又
柴
削
附
山
政

と
共
に
河
北
郡
木
越
光
徳
寺
に
集
合
し
た
一
授
を
破

り
、
途
に
金
制
押
御
坊
を
陥
れ
て
之
を
己
の
同
日
城
と
し

た
。
爾
後
同
日
放
は
御
山
を
改
め
て
尾
山
と
漉
し
た
と

い
は
れ
る
。
十
年
六
且
織
田
信
長
の
紙
せ
ら
れ
た

後
、先
に
越
後
に
逃
れ
た
池
井
景
隆
・三
宅
長
雄
兄
識

は
、
七
且
石
動
山
に
入
。
、
荒
山
に

Mmを
築
い
て
之

に
磁
っ
た
。
時
に
七
尾
坂
の
前
旧
利
家
は
四
日
放
に
援

を
求
め
た
か
ら
、
同
日
政
は
直
に
兵
を
進
め
て
、
t
k
山

を
陥
れ
、
畏
降
・長
盛
臨
す
を
倒
し
た
。
十
一
日
ヰ
二
且

柴
田
勝
家
が
羽
柴
秀
吉
と
抑
制
は
ん
鉛
先
鋭
の
兵
を
近

江
に
出
す
や
、
時
間
政
之
が
総
帥
で
あ
っ
た
。
然
る
に

四
且
廿
一
日
の
慨
に
そ
の
湿
敗
れ
、
脱
政
は
逃
れ
て

致
到
附
丸
に
来
た
が
、
足
に
肉
刺
を
生
じ
た
か
ら
民

家
に
入
っ
て
灸
を
動
じ
、
日
つ
食
を
得
ん
こ
と
を
求

め
た
に
、
土
民
は
彼
が
阜
肢
の
士
卒
に
非
ざ
る
を
知

白
、
加
へ
て
努
古
口
の
抵
に
送
致
し
た
。
尾
山
城
は
次

い
で
秀
吉
口
の
牧
む
る
所
と
な
白
、
耐
し
て
践
肢
は
後

に
六
傑
河
原
に
毅
せ
ら
れ
た
。

サ
9
7
ヤ
エ
モ
ン
佐
久
間
頚
右
衛
門

初
め
て

前
田
利
長
に
仕
へ
て
二
一
白
石
を
領
し
、
大
坂
百
円
役
に

二
J

丸
塀
際
で
首
一
つ
を
鐙
た
o
そ
の
子

亦
漏
右
衛

門
と
い
ひ
、
級
三
百
五
十
石
に
至
っ
た
が
、
五
代
三

郎
太
夫
直
宮
の
時
、
開H
路
八
年
殴
易
せ
ら
れ
た
。

迎
い
で
株
百
石
を
受
け
、
享
和
元
年
知
町
物
奉
行
衆
智

問
問
奉
行
と
な
っ
た
。
見
沼
説
部
を
好
み
、
和
歌
を
噌

み
、
文
九
日
に
世
間
山
の
文
義
似
し
雌
き
も
の
あ
る
を
袋

へ
て
そ
の
詮
粉
を
試
み
、
柏
町
言
組
志
内
外
四
十
二
加

を
編
し
た
。
そ
の
他
獄
鼠
軍
談
等
の
誌
が
あ
る
。
文

政
元
年
間
問
、
年
五
十
八
。

ザ
ヲ
マ
モ
リ
ア
キ
佐
久
間
盛
昭

週
明
梢
奥
吉
・大

作・
武
太
夫
。
寛
政
七
年
胤
(
左
衛
門
盛
式
の
政
三
百

石
を
製
ぎ
、
組
外
に
斑
し
、
台
所
奉
行
を
綬
、
御
馬

廻
に
列
せ
ら
れ
て
仰
向
抗
日
開
港
行
に
任
じ
、
訟
に
御
留

守
印
刷
物
加
に
主
り
、
天
保
元
年
百
石
を
加
へ
、
二
年

十
且
二
十
日
間
出
し
た
。

サ
ヲ
マ
モ
リ
ス
ケ
佐
久
間
盛
覧

泊
群
庇
之
助
・

長
太
夫
・
吉
右
衛
門
。
元
政
九
年
幼
少
で
(
久
長
兵
衛

長
京
の
総
=
一
の
一
を
嬰
ぎ
、
十
四
年
本
知
二
百
石
に

復
し
、
大
小
将
・
御
次
番
・御
「
紅
白
請
を
綬
て
、
本
保

九
年
百
行
を
加
へ
、
次
い
で
出
現
御
納
戸
奉
行

・
定
番

御
格
闘
に
任
じ
、
延
事
元
年
一
止
且
イ
六
日
五
十
九
歳

を
以
て
波
し
た
。

サ
ヲ
マ
モ
リ
マ
サ
佐
久
間
盛
政

泊
癖
玄
詐
允
。

し
か
し
玄
都
助
と
智
い
た
消
息
も
叫
に
玄
詐
と
し
た

の
も
あ
る
。
天
正
四
年
織
凶
信
長
大
坂
の
本
願
寺
を

攻
め
た
時
、
加
賀
の
一
授
は
蜂
起
し
て
大
型
寺
城
な

る
織
削
氏
の
将
戸
次
民
正
を
攻
め
、
民
正
は
念
を
信

長
に
告
げ
た
。
信
長
乃
ち
民
正
を
召
越
し
、
佐
久
間

同
日
放
を
し
て
之
に
代
り
て
加
賀
を
斬
取
に
し
て
領
有

す
べ
き
こ
と
を
前
し
、
日
つ
北
庄
の
柴
凹
勝
家
に
封

し
、
時
間
政
の
前
求
に
臨
じ
て
援
助
す
べ
き
こ
と
を
命

じ
た
。
勝
家
は
北
陸
の
惣
帥
で
あ
っ
た
の
み
な
ら

ず
‘
ま
た
同
日
政
の
叔
父
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
院

に
し
て
成
政
は
加
到
に
入
。
、
勝
家
と
共
に
蚊
地
山

の
一
同
肢
を
破
。
、
箆
に
動
総
を
陥
れ
て
御
幸
塚
に
返

却
せ
し
め
た
。
そ
の
後
勝
家
は
兵
を
牧
め
て
選
っ
た

J
ツ
ポ
モ
チ

-・

三
三
八

ザ
ヲ
ミ
作
見

江
沼
畑
那
谷
谷
の
巾
に
印
刷
す
る

部
部
。
こ
の
村
に
問
屋
々
放
の
地
名
が
あ
る
。
上
街

道
の
古
い
道
中
記
に
、
動
怖
か
ら
大
型
手
ま
で
の
聞

に
作
見
宿
と
あ
る
か
ら
、
上
下
一
里
犯
の
応
次
で
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ。

ザ
タ
ミ
ジ
ヨ
ウ
作
見
城

江
泊
榔
作
見
に
あ
っ

た
。
越
殺
到
三
州
芯
故
拙
考
に
、
作
見
の
館
副
は
、

往
還
遊
の
左
方
の
山
で
、

一
に
之
を
藤
丸
岡
田
と
も
脱

す
る
と
あ
b
、
笈
憩
紀
附
に
は
、
焼
丸
新
助
と
い
ふ

者
の
陪
城
跡
で
あ
る
と
し
、
江
沼
州
州
在

h

べ
所
々
但
に

は
、
そ
れ
を
小
寺
新
助
と
し
て
居
る
。

サ
ク
ミ
ヤ
キ
作
見
焼
笈
憩
紀
附
に
、
江
抑
制

作
見
村
か
ら
.

一
一
川
前
北
方
山
鐙
に
叫
刷
物
相
輔
の
跡
が

あ
り
、
作
見
焼
と
て
叩
な
ど
を
続
出
し
た
と
あ
る
。

サ
hγ

メ
イ
ベ
ン
ラ
ン
策
名
使
賢

前

凶
綱
紀
の

覚
文
十
一
年
自
ら
編
し
た
も
の
で
、
務
士
の
保
融

・

磁
掌
・蛇
愉
・姓
絡
を
列
記
す
る
。
そ
の
鍛
千
五
百
俗

人
に
及
ぶ
が
、
歩
士
及
び
陪
臣
は
JL
に
奥
ら
ぬ
。

サ
ヲ
ラ
イ
シ
観
右

手
取
川
よ
り
廷
し
、
玩
石

家
に
よ
っ
て
筑
揚
せ
ら
れ
る
。
こ
の
際
石
は
航
物
化

石
の
多
い
手
取
統
の
下
に
あ
る
テ
レ
ナ
介
叩
肢
を
含
む

鈎
黒
色
の
粘
桜
山
G
Xは
蹴
制
石
の
際
で
、
水
隠
せ
ら

れ
た
る
石
聞
に
削
れ
る
チ
レ
ナ
の
断
聞
が
、
酬
世
花
の

一
払
又
は
牢
聞
に
似
て
ゐ
る
か
ら
名
を
得
る
。

サ
ク
ラ
カ
ン
ス
ケ
纏
勘
介

初
め
佐
々
成
政
の

臣
で
、
天
正
十
二
年
末
森
城
攻
殴
の
際
に
も
前
軍
に

加
は
っ
た
が
、
成
政
の
特
封
以
後
前
出
利
長
に
来
仕

し
た
。
後
勘
介
は
伏
見
邸
の
部
院
に
虫
色法
し
て
ゐ
た

の
で
、
利
授
は
怒
っ
て
北
村
八
兵
術
に
命
じ
斬
殺
せ

し
め
た
と
い
ふ
。

サ
ク
ラ
ギ
拠
木

金
制
作
の
問
街
。
茶
品
の
末
、

野
間
寺
町
の
裂
地
で
、
今
は
限
木
一
，
小
勝
よ
り
十

J

小
能
主
で
あ
る
。
此
の
附
近
は
都
べ
て
泉
野
新
村
の


